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レギュラトリーサイエンス
─リスクとベネフィットを評価する科学─

與語 靖洋（独）農業環境技術研究所 研究コーディネータ

　昨今、『リスク』という言葉が日常的に使われて

います。（独）農業環境技術研究所（以下、農環研）

でも、第2期中期計画においてリスクをキーワー

ドとしてきました。化学物質とヒトとの関係で考

えると、リスクは「化学物質にさらされた結果とし

て生じるヒトの健康に対する悪影響の大きさ」とな

ります。ここでは、化学物質が毒性など悪い性質

をもつことを前提としており、これを危害要因（ハ

ザード）と呼びます。農林水産業におけるハザード

は、農薬や肥料のような化学物質のほかに、病原

微生物、外来生物、遺伝子組換え生物などが考え

られ、農環研ではそのほとんどを研究対象として

います。

　この多様なハザードについて、個々のリスクの

大きさを判断するのは極めて困難です。なぜなら、

農林水産業は、様々なものが複雑に絡み合って日々

変化する環境で、生長・増殖する生物を生産する

産業だからです。わが国の農林水産業は、自給率

向上や6次産業化が求められる中、TPP（環太平

洋戦略的経済連携協定）が新たな課題として登場

し、安定生産品質向上だけでなく、安価な供給が

これまで以上に求められています。そのため、レ

ギュラトリーサイエンスによる科学的裏づけが必

要となっています。

　レギュラトリーサイエンスは医薬品の安全性評

価に始まり、わが国では1987年に内山充氏（旧国

立衛生試験所）が初めて定義しました。その定義を

私なりに農林水産業にアレンジすれば、「農林畜水

産物や生産に関わる物質について、生産現場から

食卓までのすべての場面における有効性（ベネ

フィット）や有害性（リスク）を知ることで、食の

安全や環境保全に資することを目的にした科学」で

す。

　農林水産省におけるレギュラトリーサイエンス

への取り組みは2005年に始まり、現在、消費・安

全局と農林水産技術会議事務局および傘下の独立

行政法人が密接に連携して推進しています。具体

的には、重金属、残留性有機汚染物質（POPs）、

かび毒、病原微生物、牛海綿状脳症（BSE）等の

リスクの評価を行い、リスク低減技術の開発を進

めています。ここでの現在の目標は食の安全です。

　農林水産業における取り組みは、ようやく船を

こぎ出し始めたところです。農業は環境に悪影響

を及ぼす危険性もあり、農林水産業におけるレギュ

ラトリーサイエンスでは環境保全も目標となりま

す。また、農業資材にはリスクだけでなくベネ

フィットもあります。農薬を例にとれば、環境へ

の負荷や作物残留などのリスクがよく取り上げら

れますが、農薬はそもそも病害虫や雑草の防除、

すなわち作物の健康や食の安全（ベネフィット）の

ために使われています。化学肥料や遺伝子組換え

作物でも同様のことが言えるでしょう。

　食の安全や環境保全を確実なものにするために

は、今後、様々なハザードについて、リスクの側

面だけでなく、ベネフィットの側面も視野に入れ

て研究を進めていく必要があります。そのために

も、食の安全や環境保全という大局的な目標を行

政と研究を含むあらゆる利害関係者（ステークホ

ルダー）の間で共有しつつ、異なる立場や視点を尊

重して研究を推進することが重要であると考えて

います。
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